
੶ͷಧग़ށ 問 本 2階 �੶係　☎0287-23-870ށ ຽ課ࢢ

主なಧ出
名称 どΜなとき いつするか どこへ ͩれが ඞཁなもの

出
生
届

ちゃんが
生まれたとき

生まれた日をؚめて
14日以内

本籍地、出生地ま
たは届出人の所
在地のいずれか
の市۠町ଜ役場

、

・出生証明書（出生届書）1通
・届出人の印鑑（任意）
・ࢠ健康手ா（親ࢠ健康手ா）
・出生児Ճ入予定の保険証
・༬金通ா

死
亡
届

人がくなっ
たとき

の事実を知った日ࢮ
から7日以内

本籍地、ࢮ地ま
たは届出人の所
在地のいずれか
の市۠町ଜ役場

同居の親族、その
他の親族、同居し
ている方等

1通（届書ࢮ）அ書ࢮ・
・届出人の印鑑（任意）

婚
姻
届

結ࠗするとき
期間の定めはありません
（ただし、届出の日から
効力を生じます）

か࠺の本籍地、
所在地の市۠町
ଜ役場

になる方と࠺
になる方
（成人の証人2人）

・ࠗ ҽ届書（成人2人の証人が必要）1通
・、྆࠺人の印鑑（任意）
籍全部事項証明書1通ށ籍౽本またはށ�・
（届出地が本籍地のときは必要ありません）
・住所変更（転入）する場合は転出証明書
・国民健康保険証（Ճ入者のみ）
・�届書を持参した方の運転免許証等本人確
認書類
・個人番号カード

離
婚
届

ࠗするとき

ࠗの場合は期間ٞڠ
の定めはありません
（ただし、届出の日から
効力を生じます）
ࡋࠗの場合はࡋ
が確定した日をؚめて
10日以内

本籍地か所在地
の市۠町ଜ役場

、࠺
（成人の証人2人）

・ࠗ届書1通
・各届出人の印鑑（任意）
ࠗの場合、成人2人の証人が必要ٞڠ・
・�調ఀࠗの場合、調ఀ調書、৹ܾの場
合は৹書またはܾ書と確定証明書
籍全部事項証明書1通ށ籍౽本またはށ�・
（届出地が本籍地のときは必要ありません）
・国民健康保険証（Ճ入者のみ）
・�届書を持参した方の運転免許証等本人確
認書類（ٞڠࠗのみ）
・個人番号カード

　届出は本人確認が必要です。窓口に来た方は免許証等身分証明書をご提示ください。届出人以外の方が代理で届出する場合、そ
の方ご本人についても身分証明書をご提示ください。
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主なಧ出
名称 期間 ಧ出人 ඞཁなもの その他ඞཁなもの

転ೖಧ 大田原市に住み࢝め
た日から14日以内 本人、世帯主

・�転出証明書（前の市۠
町ଜで発行したもの）
・�本人確認のための
身分証明書（）

・�ւ外からؼ国して転入したとき（パスポート、本籍地
が大田原市以外の方はށ籍౽本とށ籍のෟ票が必
要）
・外国籍の人（在ཹカードまたはಛ別Ӭ住者証明書）
・個人番号カード

転居ಧ 新住所に住み࢝めた
日から14日以内 本人、世帯主 ・�本人確認のための身分証明書（）

・国民健康保険にՃ入している人（国民健康保険証）
・外国籍の人（在ཹカードまたはಛ別Ӭ住者証明書）
・個人番号カード
・後期高齢者医療ඃ保険者証（お持ちの場合）
・介護保険ඃ保険者証（お持ちの場合）

転出ಧ
新しい住所地に住み
める日の前後14日࢝
以内

本人、世帯主 ・�本人確認のための身分証明書（）

・国民健康保険にՃ入している人（国民健康保険証）
・印鑑登録している人（印鑑登録証）
・外国籍の人（在ཹカードまたはಛ別Ӭ住者証明書）
・個人番号カード
・後期高齢者医療ඃ保険者証（お持ちの場合）
・介護保険ඃ保険者証（お持ちの場合）

※�代理で届出する場合は、届出人が自書した委任状の提出が必要です。代理人の印鑑および、本人確認のための身分証明書をお持
ちください。

　平成24年7月9日から、外国人住民の登録੍度が変わりま
した。
　平成25年7月8日から、外国人の方にも住民基本ாネッ
トϫークγステムの運用が։࢝されました。
　平成28年1月1日から、個人番号カードを作成できるよう
になりました。

ॅຽҟಈؔ係ͷಧग़ 問 本 2階 ຽ係　☎0287-23-87�2ࢢ ຽ課ࢢ

ਓͷํࠃ֎ 問 本 2階 ຽ係　☎0287-23-87�2ࢢ ຽ課ࢢ

◦�外国人登録法がഇ止され、外国人登録証明書に代わり在ཹ
カードが交付されるようになりました。ಛ別Ӭ住者の方に
はಛ別Ӭ住者証明書が交付されます。
◦新しい੍度の対象となる方は、日本人と同じように住民票
が発行されます。それまでの外国人登録原票記載事項証明
書は発行されなくなりました。
◦�他市町ଜへ転出される際に、日本人と同༷に大田原市での
手続きも必要になります。
◦�住所以外で変更があった場合（在ཹ֨ࢿの変更等）、以前の
ように市民課窓口まで手続きに来ていただく必要がなく
なりました。

平2�年�月からの制度のมߋ点

　ద法な在ཹ֨ࢿを有する在ཹ期間3か月をえる中期在
ཹ者の方には在ཹカードが交付されます。またಛ別Ӭ住者の
方には申請に応じてಛ別Ӭ住者証明書が交付されます。੍ 度
改正以前に交付された外国人登録証明書は、現在一部のಛ別
Ӭ住者の方のものを除き無効になっています。在ཹ֨ࢿがӬ
住者の方でも在ཹカードが必要になりますので、お持ちでな
い方は入国管理ہで申請してください。

在ཹカード・ಛ別Ӭ住者証明書のަ付

　下記の外国人の方は、日本人と同じように住民基本ா
に登録されます。大田原市で住所異動等をするときは、在ཹ
カードまたはಛ別Ӭ住者証明書（または有効期限内の外国人
登録証明書）を持参して、市民課で手続きしてください。

住民登録の対象となる֎国人の方
◦�ద法な在ཹ֨ࢿを有する3か月をえる中期在ཹ者（短
期在、外交・公用の在ཹ֨ࢿを除く）
◦ಛ別Ӭ住者
◦出生または国籍ࣦによるܦա在者等

住民ج本帳の登録

　個人番号カードを持っている方の在ཹ期間が変更になっ
た場合は、市民課窓口での手続が必要になります。

個人番号カード

◦運転免許証・個人番号カード・パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書等の場合は1
◦健康保険証・券・Ωャッγϡカード・年金手ா等氏名や住所が確認できるものの場合は2以上

（）身分証明書となるもの
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　平成22年10月からཱྀ券の申請窓口がݝから各市町に変
わりました（ಹ須庁ࣷのཱྀ券窓口はด所しました）。申請・受
ྖは住民登録をしている市役所の窓口です。ಢ木ཱྀݝ券セン
ターでは受付しておりませんのでご意ください。

ᶆ本人確認書類　1点または2点

※�左図の規格を満たした写真で、ふち
なし・正面向き・無帽・無背景で顔が
はっきり写っているもの。

【不ద当な写真の一例】
�৭つきڸ؟やカラーコンタクト着
用のもの
ڸ؟�のフレームがにかかってい
るもの。レンズにޫがࣹしている
もの
�がにかかっているもの
�デジカメ写真等でը࣭のѱいもの
※�規֨に合わない写真は受付できま
せん。
※�写真の規֨詳細は外務省ホーム
ページをご確認ください。

(単位：mm)

15～19
35

45

32
〜
36

2～6

ཱྀ （݊ύεϙーτ）ͷਃ・डྖʹ͍ͭͯ 問 本 2階 ຽ係　☎0287-23-87�2ࢢ ຽ課ࢢ

◦市民課パスポート窓口（（本庁）2֊）
　（湯津上・ࠇӋ支所、྆ （須լ出ு所は申請書配のみ・ڷ
◦月༵日～金༵日（日ॕ日・年末年࢝を除く）ޕ前8時30分
後4時以߱の申請はཌ日ѻいとなりまޕ）後5時15分ޕ～
す）

ड付窓口・時間

◦大田原市に住民登録している方
◦�大田原市に住民登録はしていないが、ֶ 生・୯身ෝ任等で
大田原市に居住している方（居所申請：別్必要書類があ
りますのでお問い合わせください。）

（）�ಢ木ݝ内の他市町に住民登録している方は、大田原市で
の居所申請はできません。

申請できる方

　ཱྀ券の申請は、申請者のࢦ定した方が代理で行うことがで
きます。申請書を事前に入手し、申請書表面のʮ所持人自署ʯ
ʮܐേ等関係ʯとཪ面のʮ申請書類等提出委任申出書ʯཝを、必
ず申請者本人が記入したものを提出してください。
　本人確認書類は申請者分と代理人分྆方必要です。

ཧఏ出について

　申請書ཪ面のʮ法定代理人署名ʯཝに、親ݖ者である・、
または成年後ݟ人の署名が必要です。

ະ年者等の申請について

◦�交付日は、申請日から֓ね1週間です。（日ॕ日・年末年࢝
を除く）ޕ後4時以߱の申請はཌ日ѻいとなります。
◦�ཱྀ 券の受ྖは、ʮ申請者ご本人ʯが窓口へおӽしください。
（代理受ྖはできません。）

ཱྀ券の種類 手料
10年間༗効ཱྀ券 16000円

5年間༗効ཱྀ券（12歳以上） 11000円

5年間༗効ཱྀ券（12歳ະຬ） 6000円

ཱྀ券のडྖについて

ᶃҰൠཱྀ券発څ申請書　1通
ᶄ戸籍謄本　1通（�か月以内に発行のもの）
※�有効期限内に切ସえる方で、氏名・本籍等ށ籍事項に変更
が無い方は提出を省略できます。
ᶅ写真　1ຕ（ఏ出લ�か月以内にࡱӨしたもの）

申請にඞཁな書類

A：�運転免許証・個人番号カード・有効ཱྀ券（ࣦ効6か月以内の
ものもؚむ）等

1点でよいもの（"）

B：�健康保険証・共ࡁ合һ証・年金手ா・印鑑登録証明書（登
録印も必要）等

C：�ࣦ 効ཱྀ券・ࢠ手ா（中ֶ生以下）・ֶ 生証（写真付）・身体障
害者手ா等

※有効な原本に限る（コピーは不可）。
※�氏名・フリΨナ・現住所等が申請書の記載内容と一கして
いるものに限ります。
※代理提出の場合は本人分と代理人分྆方必要。
ᶇલճऔಘしたཱྀ券（パスポート）
　有効中のཱྀ券は持参しないと交付できません。
　ࣦ効していてもお持ちください。
ᶈ住民票　1通
※大田原市に住民登録している方は不要です。
※�居所申請の方は必要（6か月以内に発行のもの）
（）�書類に不උがあった場合、交付日がれることがありま

すので、༨༟を持って申請してください。

2点ඞཁなもの　（#�#）または（#�$）
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名称 料金 内容

印鑑登録 500円

・�登録する本人が窓口に来て、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書（運転免許
証、パスポート等）を提示したとき、または、本市ですでに印鑑登録をしている人（保
証人）に申請書に署名、押印（登録印）してもらったときは、申請日に登録できます。
・�登録申請の際、本人であることが確認できないとき、または、代理人が代理人選任届
（委任状）を持参して申請したときは、郵便でのやりとりとなるため、その日のうち
には登録できません。
【必要なもの】登録する印鑑、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
※原則、登録する本人が申請（代理人の場合は、窓口にお問い合わせください）

印鑑登録証明書
1件　300円

※コンビニ交付は、
1件200円

・�代理の場合でも委任状は必要ありませんが、申請書に印鑑登録証の持ち主の正確な
住所、氏名、生年月日の記入が必要です。
【必要なもの】印鑑登録証、印鑑（代理人の場合はその代理人の印鑑）

住民票の写し
1件　300円

※コンビニ交付は、
1件200円

・�本人または同じ世帯の方であれば印鑑は必要ありませんが、代理の場合は、下記の
ものが必要です。
【必要なもの】本人または同じ世帯の方の委任状、代理人の印鑑
・�本籍・続柄は基本的には省略されますが、記載が必要な方は申請書にその旨記入し
て申請してください。（住民票コード・個人番号が記載された住民票については、本
人または、同じ世帯の方以外からの申請の場合は、本人への郵送となります。）

戸籍謄本 1件　450円

・大田原市に本籍がある方に限られます。
・配偶者や直系血族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

戸籍抄本 1件　450円

除籍謄本 1件　750円

戸籍附票 1件　300円

身分証明書 1件　300円 ・大田原市に本籍がある方に限られます。
・本人以外の申請の場合（未成年者を除く）は、委任状が必要です。

住民情報諸証明 1件　300円

不在籍証明 1件　300円

不在住証明 1件　300円

身分証明書となるもの
◦運転免許証・個人番号カード・パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書等の場合は1点
◦保険証・診察券・キャッシュカード・年金手帳等氏名や住所が確認出来るものの場合は2点以上

֤छূ໌ॻͷൃߦ（ࢢຽ課ؔ係） 問 本 2階 ຽ係　☎0287-23-87�2ࢢ ຽ課ࢢ

主な証明書　※�本人確認を実施しています。
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　コンビニ交付は、個人番号カード
（マイナンバーカード）を利用して、
大田原市が提携している全国のコ
ンビニエンスストアのΩオスク
末（マルチコピー機）から、各種証明
書を取得できるサービスです。

証明書
※�下記は、ྩ 5年4月1日現在、市が対応している証明書の
種別です。

名称 内容 料金

住民票の写し

住民票の౽本
（世帯全һの住民票）
住民票のঞ本
（世帯の一部の住民票）
（）�住民票の除票や改正

原住民票は取得でき
ません。 1件

200円
印鑑登録証明書 （）�実印の登録をした方

のみ取得できます。

所ಘ証明書 （）�現年度分および前年
度分取得できます。

住民੫ܾ定証明書（）�現年度分および前年度分取得できます。

問い合わͤઌ
住民票の写し、印鑑登録証明書
　市民課　☎23-8752
所ಘ証明書、住民੫ܾ定証明書
　税務課　☎23-8785

※�法定手続きにより発行੍限の申出をしている方は、コンビ
ニで取得することができない場合があります。

利༻時間
　ຖ日ޕ前6時30分からޕ後11時まで、ご利用いただけま
す。
おனٳみや市۠町ଜ窓口のด庁後（間、ٳ日）

でも、いつでも必要なときにご利用いただけます。
※�メンテナンス実施のため利用できない場合が
あります。 コンビニ交付

IUUQT���XXX�MH-XBQT�HP�KQ

औѻళฮ
◦セϒンイレϒン
◦ローソン
◦フΝϛリーマート
◦ϛニストップ　΄か

意事߲
◦個人番号カードが有効期限内であること。
◦ʮ利用者証明用ʯి 。証明書が有効期限内であることࢠ
※�աڈに҉証番号の入力間ҧえ等で、カードがロック状ଶで
ないこと。

ίンビχަ付サービス （）�個人番号カードにʮ利用者証明用ʯి 証明書を載している必要がありますࢠ

ฆࣦ、౪等によるʮ一時利用ఀ止ʯにつ
いては、24時間365日受け付けます。下
記の個人番号カードコールセンターに
ిをしてください。
05�0���3�5��

マイナンバーカード総合サイト
IUUQT���XXX�LPKJObBOHP-DBSE�HP�KQ

個人番号カードをฆࣦした場合

発行の日から次に͛ܝる日のうちいず
れかૣい日までです。
1ɽ発行の日後の申請者の5ճの生日
2ɽ�当֘利用者証明用ిࢠ証明書が記録
されたマイナンバーカードの有効期
間がຬ了する日

公的個人認証サービス
IUUQT���XXX�KQLJ�HP�KQ

ʮ利༻者証明༻ʯ電ࢠ証明書の༗効期間

有効期間ຬ了日の3か月前から更新手続
きを行うことができます。
有効期間がຬ了した後でも、更新をする
ことができます。

公的個人認証サービス
IUUQT���XXX�KQLJ�HP�KQ

ʮ利༻者証明༻ʯ電ࢠ証明書のߋ৽
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୲窓口・͓ 問い合わͤઌ औѻ業

市民՝
籍係　23-8705ށ☎
☎市民係　23-8752

・住民票の写しの交付　　　・住民票記載事項証明書の交付
・印鑑登録申請の受付　　　・印鑑登録証明書の交付
籍౽ঞ本の交付ށ籍౽ঞ本の交付　　　　・除籍および改原ށ・
籍ෟ票の写しの交付　　・身分証明書の交付ށ�・
・�転入、転出、転居等の住民異動届の受付（他市町ଜへ確認等が必要な場合は、受付できないこと
があります。）
籍届書の受取り　　　　・パスポートの交付（要予、パスポートの申請はできません。）ށ・
・個人番号カードの交付（要予）

国保年金՝
☎国保年金係　23-8857
☎ො　課　係　23-1120

・国民健康保険、国民年金の֨ࢿ取得、֨ࢿࣦ届の受付
・国民健康保険ඃ保険者証࠶交付申請の受付
・国民健康保険税の相談

福՝どもࢠ
☎給　付　係　23-8932
☎ࢠ健康係　23-8634

・児童手当申請等の受付
・こども、්࢈、ひとり親家庭医療費助成申請等の受付
・ࢠ健康手ா、්࢈健康ࠪ受票、新生児ௌ֮ࠪݕ受票の交付
・ೕ༮児健のҊ内
・出生体重児届、新生児・්࢈訪問の受付

保育՝
☎23-8769 ・保育料ೲ付に関する相談

੫՝
☎税　੍　係　23-8785
☎ऩೲ管理係　23-8639
☎ऩ対策係　23-8703

・�以下の証明書等の交付
所得証明、課税証明、ඇ課税証明、住民税ܾ定証明、ೲ税証明、࢈ࢿධՁ証明、࢈ࢿ公課証明、申
告用名د公課ࢿ料、ݻ定࢈ࢿ課税ா（名دா）、無࢈ࢿ証明、法人所在証明（申告がない場合
等、証明書を交付できない場合があります。）
・�原動機付自転ं、小型ಛघ自動ंの登録、名ٛ変更、ഇंの申告の受付（他市町ଜへの照会が必
要なものを除く）
・�市税等（市ݝ民税、ݻ定࢈ࢿ税（市ܭը税をؚむ）、軽自動ं税（種別ׂ）、国民健康保険税、後
期高齢者医療保険料、介護保険料）のೲ付相談およびऩೲ

会ܭ՝
☎23-8722

・�以下の市公金のऩೲ
市税等（市ݝ民税、ݻ定࢈ࢿ税（市ܭը税をؚむ）、軽自動ं税（種別ׂ）、入湯税、国民健康保
険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料）、保育料、市Ӧ市有住宅使用料、公共下水ಓ事業受ӹ
者負担金、水ಓ料、下水ಓ使用料、業ूམഉ水施設使用料、ށ別ॲ理ড়化૧使用料および上記
以外の使用料、手数料等市公金全ൠ
※ೲ入の際には、ೲ付書（ೲ入通知書）をご持参ください。

※湯津上支所・ࠇӋ支所は、窓口時間の延を行っておりませんのでご意ください。

　市では、市民のօさまの利便性上をࢦし、ຖ週水༵日、本庁の窓口業務の一部をޕ後7時まで延します（ॕ日および12月
29日～1月3日は除く）。
　延する窓口、取ѻ業務、お問い合わせ先は下表のとおりです。
　։庁時間内（ޕ前8時30分～ޕ後5時15分）に窓口に来られない方は、ぜひご利用ください。
　なお、他市町ଜや関係機関への照会や確認が必要となるものについては、ଈ日対応できない場合があります。

૭ؒ࣌ޱԆ　ຖिਫ༵࣌7ޙޕ·Ͱ
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マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）問 本 6階 情報政策課 デジタル推進係　☎0287-23-8766

　平成27年10月5日からマイナンバーが記載された住民票
の交付が受けられますので、住民票によるマイナンバーの確
認が可能です。ただし有料（窓口300円、コンビニ200円）と
なります。

住民票でマイナンバーが確認できます

　平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きに
マイナンバーが必要になりました。
　年金・雇用保険・医療保険の手続きや生活保護・福祉の給
付、税の確定申告の手続き等法律や地方公共団体の条例で定
められた事務に限り、マイナンバーが利用されます。
　また、税や社会保険の手続きにおいて、勤務先等が個人に
代わって手続きを行う場合もあり、勤務先等からマイナン
バーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーはいつから、どのような場面で使われるのですか

　マイナンバーの通知は、住民票に登録されている住所あて
に、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載された通
知書が送付されています。
　マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えい
して、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一
生変更されませんので、大切に保管してください。

マイナンバーの通知

　マイナンバー（個人番号）は、平成27年10月から、日本国内
の全住民に通知されている、一人ひとり異なる12桁の番号
で、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるこ
とを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度とは
　マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、
マイナンバー、本人の顔写真が表示され、本人確認のための
身分証明書として利用できます。

マイナンバー（個人番号）カード

　マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公
平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、次の3つの効
果が期待できます。

行政の効率化
　行政機関や地方公共団体等で、さまざまな情報の照合、転
記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減
されるようになります。

国民の利便性の向上
　添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が
軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確
認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受
け取ったりできるようになります。

公平・公正な社会の実現
　所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなる
ため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを
防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を
行えるようになります。

マイナンバーでこうなります 1．スマートフォンによる申請
　申請書IDの記載されたマイナンバーカード交付申請書（ID
入り申請書）をお持ちの方は、スマートフォンによるオンラ
イン申請が可能です。
※�ID入り申請書は、通知カードまたは個人番号通知書と併せ
て交付されるものの他、マイナンバーカードをまだお持ち
でない方宛てに総務省から随時郵送しております。
①�スマートフォンのカメラで申請書の二次元コードを読み
取り、申請用Webサイトにアクセスしてメールアドレス
を登録します。
②�登録されたメールアドレス宛てに通知される申請者専用
Webサイトにアクセスし、スマートフォンのカメラで撮
影した顔写真を登録します。
③�生年月日等、申請に必要な事項を入力し、送信して申請完
了です。

2．市役所窓口での申請
　市役所窓口で顔写真を撮影し、カードの申請ができます。
カードの申請には、申請時のみ窓口に来庁し郵送でカードを
受け取る方法と、申請後に窓口へ来庁しカードを受け取る方
法があります。それぞれ窓口にお持ちいただく書類等があり
ますので、詳しくは市民課市民係（☎23-8755）へお問い合わ
せください。

3．その他の申請方法
　ID入り申請書をお持ちの方は、以下の方法でも申請できま
す。
◦郵送による申請
　申請書に顔写真を貼り付け、同封の返信用封筒に入れてポ
ストに投函してください。
◦パソコンによる申請
　オンライン申請はインターネットに接続したパソコンで
も可能です。申請用Webサイトにアクセスして申請書IDを
入力して申請してください。顔写真はデジタルカメラ等で撮
影したデータをパソコンに移して登録してください。
◦まちなかの証明写真機からの申請
　一部申請可能な証明用写真機で顔写真を撮影して申請す
ることもできます。写真機に申請書の二次元コードを読み取
らせて申請してください。

マイナンバーカードの申し込み方法

48

届
出
・
証
明

２３０３大田原市3(SG40)行政最終.indd   48 2023/02/21   15:52:00



種別 手ଓき ୲・
͓問合ͤ

住民票・
戸籍

マイナンバーの提ڙは求められま
せんが、以下の手続きにい、記載
事項の変更等が必要となりますの
で、マイナンバーカードをご持参く
ださい。
※転入・転居・国外転出等の異動
籍届出の氏名等の変更ށ※
※その他記載内容に変更が生じた場合

市民課
☎23-8752

市民੫ 市・ݝ民税申告書の提出ʗ給༩支
報告書の提出

税務課
☎23-8725

育てࢠ
付やڅ
ಧ出

児童手当の新規認定請求ʗ児童ැ
養手当の新規認定請求ʗ未ख़児養
育医療の給付申請ʗࢠ健康手ா
の交付申請（৷届出）

福課どもࢠ
☎23-8932

ಛ別児童ැ養手当の申請 福祉課
☎23-8921

հޢ
保険

要介護認定・更新・۠ 分変更の申請ʗ
ඃ保険者証の交付・࠶交付の申請ʗ負
担限度ֹ認定の申請ʗ高ֹ介護サー
ビス費の支給申請ʗ高ֹ介護合ࢉ療
養費等の支給申請ʗ居宅（介護予防）
サービスܭը作成ґཔ（変更）の届出

高齢者福課
☎23-8927
☎23-8678

福祉

身体障害者手ாの申請ʗಛ別障害者
手当、障害児福祉手当の申請ʗ障害
者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビスの申請ʗਫ਼ਆ障害者保健福祉手
ாに関する申請ʗ自立支援医療（更
生医療、育成医療、ਫ਼ਆ通Ӄ医療）に
関する申請ʗ障害児通所支援（就ֶ
前・就ֶ後児童）の給付申請ʗઓ者
等のҨ族に対するಛ別ீҚ金の請求

福祉課
☎23-8707

国民
߁݈
保険

Ճ入・ୀʗमֶや施設入所のための
市外転出ʗඃ保険者氏名、ඃ保険者世
帯、住所、世帯主の変更ʗಛ別療養費、
移送費、高ֹ療養費、高ֹ介護合ࢉ療
養費の支給申請ʗୈࡾ者行ҝによる
ඃ害の届出ʗඃ保険者証、高齢受給者
証、ඃ保険者֨ࢿ証明書の࠶交付申請
ʗ限度ֹద用認定証、限度ֹద用・ඪ
४負担ֹ減ֹ認定証、ಛ定࣬ප療養受
ྖ証の交付・࠶交付申請ʗ一部負担金
の免除等申請ʗ基४ऩ入ֹద用申請

国保年金課
☎23-8857

期ޙ
齢者ߴ
ҩྍ

Ճ入（75歳౸達の人を除く）・ఫճʗ
ඃ保険者証の࠶交付申請ʗಛ定࣬
ප療養受療証、限度ֹద用・ඪ४負担
ֹ減ֹ認定証の交付・࠶交付申請ʗ
高ֹ療養費やิ具等の支給申請

国保年金課
☎23-8857

年金 年金手続き全ൠ 国保年金課
☎23-8857

※�上記の手続き以外にも個人番号が必要になる場合があり
ます。

　マイナンバーカードの交付申請をされた方に交付通知書
（はがき）をお送りします。通知書が届きましたら、前日まで
にご予のうえ次の書類をもって、市民課市民係窓口でお受
け取りください。なお、湯津上支所またはࠇӋ支所での受け
取りをرされる方は、交付通知書が届いてから市民課市民
係（☎23-8755）へお問い合わせください。
　1ɽ通知カード
　2ɽ�マイナンバーカードの४උができたことを知らせるʮ交

付通知書（はがき）ʯ
　3ɽ運転免許証等の本人確認書類
　カードの受け取りの際には、ʮマイナンバーカードʯの҉証
番号（数4ࣈ桁）の設定が必要となります。また、ʮ署名用ిࢠ
証明書ʯを利用する方は、ʮ署名用ిࢠ証明書ʯ用の҉証番号
（ӳ数6ࣈจࣈ以上16จࣈ以内）の設定も必要となりますの
で、予め҉証番号をܾめておӽしください。
　ප気や障がい等で、ご本人が来庁できない場合は、ご本人
がࢦ定する方が代わりに交付を受けることができます。

マイナンバーカードのड͚औり方法 େాݪ市でマイナンバーをٻΊられる主な手ଓき

　マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアの
ళฮに設置されているマルチコピー機から、住民票の写し
等、各種証明書の交付が受け取れます。詳しくは、46ページ
をごཡください。
　1件　200円

利༻時間
後11時までޕ前6時30分からޕ　

マイナンバーカードを利༻した各種証明書のίンビχަ付

　マイナンバー੍度をかたった不৹なి、メール、手ࢴ、訪
問等には十分意し、内容に応じた相談窓口をご利用くださ
い。

不৹な電話等に͝意ͩ͘͞い

　ʮマイナンバーカードʯに関することや、その他マイナン
バー੍度に関するお問い合わせに対応するため、マイナン
バー総合フリーμイϠルが։設されております。

電話番号
日本ޠ対ԠのフϦーμイϠϧ（ແ料） ☎0120-95-0178

Ұ෦*1電話等で、上هμイϠϧにܨがらない場合（༗料）
　マイナンバー੍度、マイナポータルに関すること：

☎0570-783-578 　　　
　ʮマイナンバーカードʯʮฆ ・ࣦ౪によるマイナンバー
カードの一時利用ఀ止ʯ：☎050-3818-1250

ӳޠ・中国ޠ・ؖ 国ޠ・スϖインޠ・ポϧトΨϧޠ対Ԡのフ
ϦーμイϠϧ（ແ料）
　マイナンバー੍度、マイナポータルに関すること：

☎0570-783-578 　　　
　ʮマイナンバーカードʯʮฆ ・ࣦ౪によるマイナンバー
カードの一時利用ఀ止ʯ：☎0120-0178-27

対Ԡ時間
日本ޠ・ӳޠ・中国ޠ・ؖ 国ޠ・スϖインޠ・ポϧトΨϧޠ
☎0120-0178-26
　平日はޕ前9時30分からޕ後8時
　日ॕ日はޕ前9時30分からޕ後5時30分
（意）年末年࢝（12月29日から1月3日）を除く

マイナンバー制度にؔする͓問い合わͤ
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